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(57)【要約】
　　【課題】　電子部品を収容するキャビティ底部のコ
プラナリティが良好なプリント配線板を提供する。
　　【解決手段】　キャビティ１８の内側において、第
１のビルドアップ層５５Ｆの含まれる層間絶縁層の層数
と第２のビルドアップ層５５Ｓに含まれる層間絶縁層の
層数とが等しい。凹部の内側（底）でビルドアップ層の
層数が対称になり、層間絶縁層を硬化させる際に、応力
が対称に加わるので、キャビティ底部のコプラナリティ
が良好になる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１面と前記第１面と反対側の第２面とを有するコア基板と、
前記コア基板の第１面に形成される第１のビルドアップ層と、
前記コア基板の第２面に形成される第２のビルドアップ層と、
前記第１のビルドアップ層の一部を除去して成る電子部品を収容するための凹部と、
前記第１のビルドアップ層の表面に形成された第１の接続パッドと、
前記第２のビルドアップ層の表面に形成された第２の接続パッドと
前記凹部の底面に形成された第３の接続パッドと、を有するプリント配線板であって、
前記凹部の内側において、前記第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数と前記
第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数とが等しく、
前記凹部の外側において、前記第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数が、前
記第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数よりも多い。
【請求項２】
請求項１のプリント配線板であって、
前記第１の接続パッドの上面は、前記第３の接続パッドの上面より８０μｍ～２５０μｍ
高い位置にある。
【請求項３】
請求項１のプリント配線板であって、
前記凹部の外側において、前記第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数は、前
記第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数よりも２層以上多い。
【請求項４】
請求項１のプリント配線板であって、
前記凹部の底面には、その外縁に沿って導体パターンが形成されている。
【請求項５】
請求項１のプリント配線板であって、
前記第１の接続パッドを露出するように形成されているソルダーレジスト層と、
前記第３の接続パッドを露出するように形成されているのソルダーレジスト層と、を有し
、
前記第１の接続パッドを露出するソルダーレジスト層の厚みが前記第３の接続パッドを露
出するソルダーレジスト層の厚みよりも厚い。
【請求項６】
請求項１～請求項５のいずれか１のプリント配線板を含むパッケージオンパッケージであ
って、
前記第１の接続パッドには、第１の半導体素子が接続された上側パッケージ基板が接続さ
れ、
前記第３の接続パッドには第２の半導体素子が接続される。
【請求項７】
プリント配線板の製造方法であって、
第１面と前記第１面と反対側の第２面とを有するコア基板の前記第１面と前記第２面に同
じ層数のビルドアップ層を形成すると共に、前記第１面のビルドアップ層の表面に凹部形
成位置の外縁に沿ってレーザ受け用の導体パターンを形成することと、
前記凹部形成位置に剥離層を設けると共に、該剥離層の周囲に樹脂絶縁層を形成すること
と、
前記樹脂絶縁層及び該樹脂絶縁層上に最外層の樹脂絶縁層を形成することと、
前記レーザ受け用の導体パターンに至る切れ目をレーザで形成し、前記剥離層及び前記最
外層の樹脂絶縁層の一部を除去することで凹部を形成することと、を含む。
【請求項８】
請求項７のプリント配線板の製造方法であって、
前記第１面のビルドアップ層の表面にレーザ受け用の導体パターンを形成すると同時に、
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接続パッドを形成し、
該接続パッドを露出するソルダーレジスト層を形成した後、該ソルダーレジスト上に前記
剥離層を設ける。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、樹脂絶縁層に設けたキャビティに電子部品を収容すると共に、電子部品を実装
する上基板が接続されるプリント配線板、及び、プリント配線板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１は、コア基板とその両面にビルドアップ層を備え、一方のビルドアップ層に電
子部品収容用のキャビティを設けたプリント配線板を開示している。両面のビルドアップ
層の層数は２層で等しく、キャビティは、コア基板を露出させるように一方のビルドアッ
プ層に開口を設けることで形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２４５５３０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１のプリント配線板では、電子部品を内蔵するキャビティで、キャビティ側でコ
ア基板が剥き出しとなり樹脂絶縁層が存在しないのに対して、反対側には２層の層間絶縁
層が存在し、ビルドアップ層の層数が非対称になっていた。このため、層間絶縁層を硬化
させた際に、応力が非対称に加わり、キャビティ底部のコプラナリティ（平坦性）が低下
し、収容する電子部品の端子とキャビティ底部に設けられるパッドとの接続信頼性を損ね
ていた。
【０００５】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、電子部品を収容するキャビティ底部のコプラナリティが良好なプリント配線板及び該プ
リント配線板の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本願発明のプリント配線板は、第１面と前記第１面と反対側の第２面とを有するコア基板
と、前記コア基板の第１面に形成される第１のビルドアップ層と、前記コア基板の第２面
に形成される第２のビルドアップ層と、前記第１のビルドアップ層の一部を除去して成る
電子部品を収容するための凹部と、前記第１のビルドアップ層の表面に形成された第１の
接続パッドと、前記第２のビルドアップ層の表面に形成された第２の接続パッドと前記凹
部の底面に形成された第３の接続パッドと、を有する。そして、前記凹部の内側において
、前記第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数と前記第２のビルドアップ層に
含まれる層間絶縁層の層数とが等しく、前記凹部の外側において、前記第１のビルドアッ
プ層の含まれる層間絶縁層の層数が、前記第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の
層数よりも多い。
【０００７】
本願発明のプリント配線板の製造方法は、第１面と前記第１面と反対側の第２面とを有す
るコア基板の前記第１面と前記第２面に同じ層数のビルドアップ層を形成すると共に、前
記第１面のビルドアップ層の表面に凹部形成位置の外縁に沿ってレーザ受け用の導体パタ
ーンを形成することと、前記凹部形成位置に剥離層を設けると共に、該剥離層の周囲に該
剥離層に対応する開口を有する樹脂絶縁層を形成することと、前記開口を有する樹脂絶縁
層及び該樹脂絶縁層上に最外層の樹脂絶縁層を形成することと、前記レーザ受け用の導体
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パターンに至る切れ目をレーザで形成し、前記剥離層及び前記最外層の樹脂絶縁層の一部
を除去することで凹部を形成することと、を含む。
【発明の効果】
【０００８】
本願発明のプリント配線板は、凹部の内側において、第１のビルドアップ層の含まれる層
間絶縁層の層数と第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数とが等しい。凹部の
内側（底）でビルドアップ層の層数が対称になり、層間絶縁層を硬化させた際に、応力が
対称に加わるので、キャビティ底部のコプラナリティが良好になり、収容する電子部品の
端子とキャビティ底部に設けられるパッドとの接続信頼性が向上する。更に、凹部の外側
において、第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数が、第２のビルドアップ層
に含まれる層間絶縁層の層数よりも多いため、第１面側のビルドアップ層上端の上基板側
との接続領域が嵩上げされ、狭バンプピッチで上基板との接続を実現できる。
【０００９】
本願発明の製造方法に係るプリント配線板では、コア基板の第１面と第２面に同じ層数の
ビルドアップ層を形成し、第１面のビルドアップ層の表面にレーザ受け用の導体パターン
を形成し、凹部形成位置に剥離層を設け、該剥離層の周囲に該剥離層に対応する開口を有
する樹脂絶縁層を形成し、開口を有する樹脂絶縁層及び該樹脂絶縁層上に最外層の樹脂絶
縁層を形成する。そして、レーザ受け用の導体パターンに至る切れ目をレーザで形成し、
剥離層及び最外層の樹脂絶縁層の一部を除去することで凹部を形成する。凹部の内側にお
いて、第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数と第２のビルドアップ層に含ま
れる層間絶縁層の層数とを等しくできる。層間絶縁層を硬化させる際に、応力が対称に加
わるので、キャビティ底部のコプラナリティが良好になり、収容する電子部品の端子とキ
ャビティ底部に設けられるパッドとの接続信頼性が向上する。更に、凹部の外側において
、第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数を、第２のビルドアップ層に含まれ
る層間絶縁層の層数よりも多くすることができる。このため、第１面側のビルドアップ層
上端の上基板側との接続領域が嵩上げされ、狭バンプピッチで上基板との接続を実現でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態に係るプリント配線板の断面図。
【図２】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図３】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図４】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図５】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図６】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図７】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図８】第１実施形態のプリント配線板の製造方法を示す工程図。
【図９】第１実施形態のプリント配線板の平面図。
【図１０】第１実施形態のプリント配線板の応用例を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
[第１実施形態]
【００１２】
第１実施形態のプリント配線板を構成する第１のプリント配線板１０の断面が図１に示さ
れる。第１のプリント配線板１０は、第１面Ｆと第１面Ｆと反対側の第２面Ｓを有する絶
縁基材２０と絶縁性基材の第１面上の第１導体層３４Ｆと絶縁性基材の第２面上の第２導
体層３４Ｓと第１導体層３４Ｆと第２導体層３４Ｓを接続しているスルーホール導体３６
とで形成されているコア基板３０を有する。コア基板は第１面Ｆと第１面Ｆと反対側の第
２面を有する。コア基板の第１面と絶縁性基材の第１面は同じ面であり、コア基板の第２
面と絶縁性基材の第２面は同じ面である。
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【００１３】
スルーホール導体３６は、絶縁性基材に形成されている貫通孔２８内をめっき膜で充填す
ることにより形成される。貫通孔２８は、絶縁性基材の第１面側に形成されている第１開
口部２８fと、第２面側に形成されている第２開口部２８sで形成されている。第１開口部
２８fは第１面から第２面に向かってテーパしている。第２開口部２８sは第２面から第１
面に向かってテーパしている。そして、第１開口部２８fと第２開口部２８sは絶縁性基材
の内部で繋がっている。
【００１４】
コア基板３０の第１面Ｆに第１のビルドアップ層５５Ｆが形成されている。ビルドアップ
層５５Ｆには、コア基板上と第１導体層３４Ｆ上に低層の樹脂絶縁層５０Ｆが形成されて
いる。この低層の樹脂絶縁層５０Ｆ上に導体層５８Ｆが形成されている。導体層５８Ｆと
第１導体層３４Ｆは、低層の樹脂絶縁層５０Ｆを貫通するビア導体６０Ｆで接続されてい
る。低層の樹脂絶縁層５０Ｆ上に内層の樹脂絶縁層１５０Ｆが形成されている。この内層
の樹脂絶縁層１５０Ｆ上に導体層１５８Ｆが形成されている。導体層１５８Ｆと導体層５
８Ｆは、内層の樹脂絶縁層１５０Ｆを貫通するビア導体１６０Ｆで接続されている。内層
の樹脂絶縁層１５０Ｆ上に最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆが形成されている。この最外層の
樹脂絶縁層２５０Ｆ上に導体層２５８Ｆが形成されている。導体層２５８Ｆと導体層１５
８Ｆは、最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆを貫通するビア導体２６０Ｆで接続されている。第
１のビルドアップ層５５Ｆは３層の樹脂絶縁層５０Ｆ、１５０Ｆ、２５０Ｆから構成され
る。但し、これに限らず、２層又は４層以上あっても良い。
【００１５】
コア基板３０の第２面Ｓに第２のビルドアップ層５５Ｓが形成されている。ビルドアップ
層５５Ｓには、コア基板上と第２導体層３４Ｓ上に樹脂絶縁層５０Ｓが形成されている。
この樹脂絶縁層５０Ｓ上に導体層５８Ｓが形成されている。導体層５８Ｓと第２導体層３
４Ｓは、樹脂絶縁層５０Ｓを貫通するビア導体６０Ｓで接続されている。第２のビルドア
ップ層５５Ｓは１層の樹脂絶縁層５０Ｓから成る。但し、これに限らなず、２層以上であ
っても良い。。
【００１６】
第１のビルドアップ層５５Ｆ上に第１のソルダーレジスト層７０Ｆが形成され、第２のビ
ルドアップ層５５Ｓ上に第２のソルダーレジスト層７０Ｓが形成されている。ソルダーレ
ジスト層７０Ｆは、第１パッド７１Ｆｐを露出するための第１開口７１Ｆを有する。ソル
ダーレジスト層７０Ｓは、第２パッド７１Ｓｐを露出する第２開口７１Ｓを有する。第１
パッド７１Ｆｐや第２パッド７１Ｓｐ上に電子部品やマザーボードと接続するための半田
バンプやＳｎ膜などの接続部材７６Ｆ、７６Ｓが形成される。接続部材は無くてもよい。
【００１７】
第１のビルドアップ層５５Ｆは、最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆ及び内層の樹脂絶縁層１５
０Ｆを貫通する開口１８からなるキャビティ１８が形成されている。キャビティ１８に電
子部品９０が収容される。第１実施形態の電子部品はＣＰＵ等のロジックチップである。
第１実施形態では、ＣＰＵ、メモリ等のＩＣチップ、能動素子の他、受動素子を収容する
ことができる。低層の樹脂絶縁層５０Ｆ上に形成された第３ソルダーレジスト層８０の開
口８１から露出される導体層５８Ｆが、電子部品の端子９２と接続される第３パッド８２
を構成する。第３パッド８２上には半田バンプ７５が形成されている。キャビティ１８の
底面には、その外縁に沿ってレーザ受け用の導体パターン５８ＦＰが形成されている。電
子部品９０の下部には、アンダーフィル９９が充填されている。
【００１８】
図９は、接続部材形成前、電子部品搭載前のプリント配線板１０の平面図である。図１は
、図９のＸ１－Ｘ１断面に相当する。
キャビティ１８の底部に第３パッド８２が形成され、第１のビルドアップ層上の第１のソ
ルダーレジスト７０Ｆから第１パッド７１Ｆが露出される。レーザ受け用の導体パターン
５８ＦＰがキャビティ１８の外縁に沿って、該レーザ受け用の導体パターン５８ＦＰの内
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側が露出され、外側がビルドアップ層内に埋設されるよう配置されている。
【００１９】
図１０は、上基板３１０が搭載されたプリント配線板１０の断面図である。
上基板３１０はメモリ等のＩＣチップ９００を実装している。上基板３１０は、パッド３
１２と第１パッド７１Ｆｐ上の半田バンプ７６Ｆとを介してプリント配線板１０と接続さ
れる。
【００２０】
図１中に示されるように、第１のソルダーレジスト層７０Ｆの厚みｔ１は２０μｍ～３０
μｍで、第３のソルダーレジスト層８０の厚みｔ３は１２～１８μｍで、第１のソルダー
レジスト層７０Ｆの方が厚い。第３のソルダーレジスト層８０の厚みが薄いため、第３パ
ッド８２をファインピッチに配置することができる。図１０に示されるように第１の接続
パッド７１Ｆｐの上面は、第３の接続パッド９２の上面より高さＨ１：８０μｍ～２５０
μｍ高い位置にある。これにより、１００μｍ～２７０μｍの厚みの電子部品を、放熱の
ための上基板２１０との最小のクリアランスｃ１：３０～１００μｍを保ちながら、キャ
ビティ１８内に収容することができる。
【００２１】
第１実施形態のプリント配線板は、キャビティ１８の内側において、第１のビルドアップ
層５５Ｆの含まれる層間絶縁層の層数と第２のビルドアップ層５５Ｓに含まれる層間絶縁
層の層数とが等しい。凹部の内側（底）でビルドアップ層の層数が対称になり、層間絶縁
層を硬化させた際に、応力が対称に加わるので、キャビティ底部のコプラナリティが良好
になり、収容する電子部品９０の微細ピッチの端子９２とキャビティ底部に設けられる第
３パッド８２との接続信頼性が向上する。更に、凹部の外側において、第１のビルドアッ
プ層５５Ｆの含まれる層間絶縁層の層数が、第２のビルドアップ層５５Ｓに含まれる層間
絶縁層の層数よりも多いため、第１面側のビルドアップ層上端の上基板側との接続領域が
Ｈ１分嵩上げされ、半田バンプ７６Ｆが小径にでき、狭ピッチｐ１（図９参照）で第１パ
ッド７１Ｆｐと上基板のパッド３１２との接続を実現できる。
【００２２】
第１パッド７１Ｆｐのピッチ（隣接するパッド中心間の距離）ｐ１よりも、第３パッド８
２のピッチｐ３の方が狭い。このため、第３パッドが設けられる凹部の内側（底）側が、
第１パッド７１Ｆｐが設けられる凹部の外側よりも良好なコプラナリティが要求される。
【００２３】
[第１実施形態のプリント配線板の製造方法]
第１実施形態のプリント配線板１０の製造方法が図２～図１１に示される。
（１）第１面Ｆとその第１面と反対側の第２面Ｓを有する絶縁基板２０と、その両面に積
層されている銅箔２２、２２からなる銅張積層板２０zが準備される（図２（Ａ））。
【００２４】
絶縁基板２０の絶縁層は樹脂と補強材で形成されていて、その補強材として例えばガラス
クロス、アラミド繊維、ガラス繊維などが挙げられる。樹脂としてエポキシ樹脂、ＢＴ（
ビスマレイミドトリアジン）樹脂などが挙げられる。
【００２５】
（２）絶縁基板２０にスルーホール導体３６、第１導体層３４Ｆ、第２導体層３４Ｓが、
ＵＳ７７８６３９０に開示されている方法で形成されコア基板３０が完成する（図２（Ｂ
））。
【００２６】
（３）コア基板３０の第１面、第２面上に無機繊維に無機フィラーを含有する樹脂を含浸
することで構成された樹脂絶縁層及び銅箔４８、４８が積層され、さらに、加熱プレスす
ることで低層の樹脂絶縁層５０Ｆ、５０Ｓが形成される（図２（Ｃ））。ここで、樹脂絶
縁層５０Ｓは、無機フィラーと樹脂から構成される絶縁層を用いることもできる。
【００２７】
（４）ＣＯ２ガスレーザにて低層の樹脂絶縁層５０Ｆにビア導体用の開口５１Ｆが、樹脂
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絶縁層５０Ｓにビア導体用の開口５１Ｓが形成される（図２（Ｄ））。
【００２８】
（５）層間樹脂絶縁層表面と開口５１Ｆ、５１Ｓの内壁に無電解銅めっき層５２が形成さ
れる（図３（Ａ））。
【００２９】
（６）無電解銅めっき層５２上にめっきレジスト５４が形成される（図３（Ｂ））。
【００３０】
（７）めっきレジスト５４から露出する無電解銅めっき層５２上に、電解銅めっき層５６
が形成される（図３（Ｃ））。
【００３１】
（８）めっきレジスト５４が除去される。電解銅めっき層５６間の無電解銅めっき層５２
がエッチングで除去されることで、導体層５８Ｆ、５８Ｓ及びビア導体６０Ｆ、６０Ｓが
形成される（図３（Ｄ））。この際に、図９中に示されたレーザ受け用の導体パターン５
８ＦＰが形成される。第２のビルドアップ層５５Ｓが完成する。
【００３２】
（９）底層の樹脂絶縁層５０Ｆ及び導体層５８Ｆ上で、キャビティ形成部位に第３開口８
１を備える第３のソルダーレジスト層８０が形成される（図４（Ａ））。第３開口８１か
ら露出される導体層が第３パッド８２を構成する。
【００３３】
（１０）第３のソルダーレジスト層８０上で、キャビティ形成部位に剥離層８４が形成さ
れる（図４（Ｂ））。
【００３４】
（１１）剥離層８４上に樹脂絶縁層及び銅箔１４８が積層され、さらに、加熱プレスする
ことで内層の樹脂絶縁層１５０Ｆが形成される（図５（Ａ））。
【００３５】
（１２）図３（Ａ）～図３（Ｄ）に示された工程が繰り返され、導体層１５８Ｆと、該導
体層１５８Ｆと下層の導体層５８Ｆとを接続するビア導体１６０Ｆが形成される（図５（
Ｂ）。
【００３６】
（１３）内層の樹脂絶縁層１５０Ｆ及び導体層１５８Ｆ上に樹脂絶縁層及び銅箔２４８が
積層され、さらに、加熱プレスすることで最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆが形成される（図
５（Ｃ））。
【００３７】
（１４）図３（Ａ）～図３（Ｄ）に示された工程が繰り返され、導体層２５８Ｆと、該導
体層２５８Ｆと下層の導体層１５８Ｆとを接続するビア導体２６０Ｆが形成され、第１の
ビルドアップ層５５Ｆが完成する（図６（Ａ）。
【００３８】
（１５）第１のビルドアップ層５５Ｆ上に開口７１Ｆを備えるソルダーレジスト層７０Ｆ
が形成され、第２のビルドアップ層５５Ｓ上に開口７１Ｓを備えるソルダーレジスト層７
０Ｓが形成される（図６（Ｂ））。
【００３９】
（１６）第１のソルダーレジスト層７０Ｆの開口７１Ｆから露出される第１パッド７１Ｆ
ｐ、第２のソルダーレジスト層７０Ｓの開口７１Ｓから露出される第２パッド７１Ｓｐ上
に表面処理膜７２が形成される（図６（Ｃ））。表面処理膜は、ニッケル－金層（Ni/Au
）、Ｓnめっき、ニッケル－パラジウム－金層（Ni/Pd/Au）、Pd/Agめっき、OＳP（Organi
c Ｓolderability Preservative）膜が形成される。
【００４０】
（１７）レーザで最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆ、剥離層８４、内層の樹脂絶縁層１５０Ｆ
にレーザ受け用の導体パターン５８ＦＰに至る切れ目１８ａが形成され（図７（Ａ））、
切断された樹脂絶縁層２５０Ｆ、剥離層８４が取り除かれ、キャビティ１８が形成される
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【００４１】
（１８）第３パッド８２上に半田バンプ７５が形成される（図８（Ａ））。半田ボールが
載置され、リフローにより第１のソルダーレジスト層７０Ｆの第１開口７１Ｆから露出さ
れる第１パッド７１Ｆｐ上に半田バンプ７６Ｆが、第２のソルダーレジスト層７０Ｓの第
２開口７１Ｓから露出される第２パッド７１Ｓｐ上に半田バンプ７６Ｓが形成され、プリ
ント配線板１０が完成する（図８（Ｂ））。
【００４２】
キャビティ１８内に電子部品９０が配置され、電子部品の端子９２と第３パッド８２とが
接続される（図１）。
【００４３】
ＩＣチップ９００を実装する上基板３１０が、パッド３１２と第１パッド７１Ｆｐ上の半
田バンプ７６Ｆとを介してプリント配線板１０と接続される（図１０）。これにより、パ
ッケージオンパッケージ構造となる。
【００４４】
第１実施形態の製造方法に係るプリント配線板では、低層の樹脂絶縁層５０Ｆ、５０Ｓを
形成した後、第１面側に内層の樹脂絶縁層１５０Ｆ、最外層の樹脂絶縁層２５０Ｆを形成
する。そして、レーザ受け用の導体パターン５８Ｆｐに至る切れ目をレーザで形成し、剥
離層８４及び最外層の樹脂絶縁層の一部を除去することでキャビティ１８を形成する。キ
ャビティ１８の内側において、第１のビルドアップ層の含まれる層間絶縁層の層数と第２
のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数とを等しくできる。層間絶縁層を硬化させ
る際に、応力が対称に加わるので、キャビティ底部のコプラナリティが良好になり、収容
する電子部品９０の端子９２とキャビティ底部に設けられる第３パッド８２との接続信頼
性が向上する。更に、キャビティ１８の外側において、第１のビルドアップ層の含まれる
層間絶縁層の層数を、第２のビルドアップ層に含まれる層間絶縁層の層数よりも多くする
ことができる。このため、第１面側のビルドアップ層５５Ｆ上端の上基板側との接続領域
が嵩上げされ、小径の半田バンプ７６Ｆを介して、狭バンプピッチで上基板３１０との接
続を実現できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　プリント配線板
　１８　キャビティ
　３０　コア基板
　３６　スルーホール導体
　５０Ｆ　低層の樹脂絶縁層
　５５Ｆ　第１のビルドアップ層
　５５Ｓ　第２のビルドアップ層
　５８Ｆ　導体層
　６０Ｆ　ビア導体
　７０Ｆ　第１のソルダーレジスト層
　７１Ｆ　第１の開口
　７１Ｆｐ　第１のパッド７１
　８０　第３のソルダーレジスト層
　８１　第３の開口
　８２　第３のパッド
　９０　電子部品
　１５０Ｆ　内層の樹脂絶縁層
　２５０Ｆ　最外層の樹脂絶縁層
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